
米子市監査委員告示第４号

定期監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により、米

子市監査委員監査規程（令和２年米子市監査委員規程第１号）に従い実施した

定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公表す

る。

令和８年３月１１日

米子市監査委員 野 坂 正 史

米子市監査委員 植 田 昭

米子市監査委員 中 田 利 幸

１ 監査の種類

定期監査

２ 監査の対象

農林課

３ 監査対象の概要

農林課の課及び担当の配置は別図のとおりで、所掌する事務は次のとおり

である。

（１）農業の振興に関すること。

（２）農作物の災害及び病虫害に関すること。

（３）農業関係団体との連絡調整に関すること。

（４）農業委員会との連絡調整に関すること。

（５）鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年

鳥取県条例第３５号。以下「県事務処理特例条例」という。）で定めると

ころにより市が処理することとされた化製場等に関する法律（昭和２３年

法律第１４０号）の規定に基づく事務に関すること。

（６）県事務処理特例条例で定めるところにより市が処理することとされた鳥

獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８

８号）及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則



（平成１４年環境省令第２８号）の規定に基づく事務に関すること。

（７）土地改良事業に関すること。

（８）農地及び農業水利の調整に関すること。

（９）農業用の用排水路、農道及びため池に関すること。

（１０）林業の振興に関すること。

（１１）森林の整備に関すること。

（１２）市有林の管理に関すること。

（１３）県事務処理特例条例で定めるところにより市が処理することとされた

森林法（昭和２６年法律第２４９号）の規定に基づく事務に関すること。

（１４）農業振興地域整備計画に関すること。

（１５）市民農園に関すること。

（１６）県事務処理特例条例及び鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例

に関する条例に基づき市町村等が処理する事務の範囲を定める規則（平成

１２年鳥取県規則第１６号）で定めるところにより市が処理することとさ

れた森林病害虫等防除法（昭和２５年法律第５３号）の規定に基づく事務

に関すること。

また、令和７年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和７年１１月末日現

在）は、別表のとおりであった。

４ 監査の着眼点

予算の執行と経理事務、公有財産の管理事務及び物品の管理事務を重点と

し、財務に関する事務が法令等に準拠して、適正に執行されているかどうか

を着眼点として実施した。

５ 監査の実施内容

（１）監査の範囲

主として令和７年４月１日から同年１１月末日までに執行された財務に

関する事務

（２）監査の期日

令和８年１月２７日

（３）監査を執行した監査委員

野坂 正史・植田 昭・中田 利幸

（４）監査の方法

全件又は抽出により関係書類の検査及び関係職員からの聴き取りを行い、

必要に応じ実査した。

６ 監査の結果



監査の結果については、次のとおりである。また、改善又は検討を要する

事項については、当該箇所に述べるとおりである。

なお、事務処理上細部にわたる留意すべき事項は、監査の時点で口頭によ

り指摘したので、本報告には省略した。

（１）予算の執行と経理事務

ア 資金前渡に関する事務については、適正に処理されていた。

イ 旅行に関する事務については、次の不適切な処理があった。

（ア）出張復命書において、正当決裁者の決裁を受けていないものがあっ

たので、米子市事務専決及び代決規程（平成１７年米子市訓令第２号）

の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

（イ）出張復命書の提出を遅延しているものがあったので、米子市職員服

務規程（平成１７年米子市訓令第１４号）の規定に基づき、今後、適

正に処理すること。

（ウ）出張復命書の提出のないものがあったので、米子市職員服務規程の

規定に基づき、今後、適正に処理すること。

ウ 収入に関する事務については、次のとおりであった。

（ア）使用料及び手数料においては、調定日を誤っているものがあったの

で、米子市会計規則（平成１７年米子市規則第４４号）の規定に基づ

き、今後、適正に処理すること。

（イ）国庫支出金においては、適正に処理されていた。

（ウ）県支出金においては、調定日を誤っているものがあったので、米子

市会計規則の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

（エ）財産収入においては、適正に処理されていた。

（オ）諸収入においては、納入期限を誤っているものがあったので、米子

市会計規則の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

エ 報償費に関する支出事務については、適正に処理されていた。

オ 需用費に関する支出事務については、支出負担行為日を誤っているも

のがあったので、米子市予算の編成及び執行に関する規則（平成１７年

米子市規則第４５号）の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

カ 役務費に関する支出事務については、適正に処理されていた。

キ 委託料に関する支出事務については、監督員の決定にあたり、正当決

裁者の決裁がないものがあったので、委託契約書及び米子市事務専決及び

代決規程の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

ク 使用料及び賃借料に関する支出事務については、次の不適切な処理が



あった。

（ア）土地借料（上期分）の支出命令額が契約書の内容と一致していない

ものがあったので、土地貸借契約の一部変更契約書の規定に基づき、

今後、適正に処理すること。

（イ）支出負担行為日を誤っているものがあったので、米子市予算の編成

及び執行に関する規則の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

ケ 工事請負費に関する支出事務については、工程表を収受していないも

のがあったので、委託契約書の規定に基づき、今後、適正に処理するこ

と。

コ 原材料費に関する支出事務については、適正に処理されていた。

サ 負担金、補助及び交付金に関する支出事務については、支出負担行為

日を誤っているものがあったので、米子市予算の編成及び執行に関する

規則の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

シ 補償、補填及び賠償金に関する支出事務については、適正に処理され

ていた。

ス 公課費に関する支出事務については、適正に処理されていた。

（２）公有財産の管理事務

公有財産台帳の整備事務

農林課の公有財産台帳副本と総務管財課の公有財産台帳正本とを照合

した結果、登録事項が符合していないものがあったので、米子市公有財

産規則（平成１７年米子市規則第４２号）の規定に基づき、今後、適正

に処理すること。

（３）物品の管理事務

ア 備品の管理に関する事務については、備品台帳を基に、現品と照合し

た結果、数量が符合しないものがあったので、米子市物品管理規則（平

成１７年米子市規則第４７号）の規定に基づき、今後、適正に処理する

こと。

イ 郵便切手類の管理に関する事務については、郵券等払出票を基に、現

品と郵便切手類出納（受払）簿とを照合した結果､数量は符合した。また、

郵便切手類は、施錠することができる場所に保管されていた。



別 図 組織図（農林課）

別 表 （農林課）

令和７年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和７年１１月末日現在）

農 政 担 当

農 林 課 農 林 振 興 担 当

土 地 改 良 担 当

歳     入

費 目
Ａ　　　　　　　　　　

予 算 現 額
Ｂ　　　　　　　　　　

調 定 額
Ｃ　　　　　　　　　　

収 入 済 額
Ｂ － Ｃ
収 入 未 済 額

Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

農 林 水 産 業 費
分 担 金

84,837,220 0 0 0 0.0 -

農林水産 業使用 料 305,000 306,522 306,522 0 100.5 100.0

総 務 手 数 料 0 1,100 1,100 0 - 100.0

農林水産 業手数 料 7,000 2,800 2,800 0 40.0 100.0

農 林 水 産 業 費
国 庫 委 託 金

891,000 340,067 340,067 0 38.2 100.0

農 林 水 産 業 費
県 補 助 金

506,646,000 452,971,939 157,305,390 295,666,549 31.0 34.7

災 害 復 旧 費
県 補 助 金

0 1,787,000 1,787,000 0 - 100.0

農 林 水 産 業 費
県 委 託 金

22,014,000 893,200 893,200 0 4.1 100.0

財 産 貸 付 収 入 0 19,849 19,849 0 - 100.0

利 子 及 び 配 当 金 207,000 16,765 16,765 0 8.1 100.0

生 産 物 売 払 収 入 707,000 0 0 0 0.0 -

基 金 繰 入 金 20,181,000 0 0 0 0.0 -

雑 入 7,743,000 188,140 188,140 0 2.4 100.0

農 林 水 産 業 債 169,200,000 0 0 0 0.0 -

合 計 812,738,220 456,527,382 160,860,833 295,666,549 19.8 35.2

歳     出

費 目
Ａ　　　　　　　　　　

予 算 現 額
Ｂ

支出負担行為額
Ｃ　　　　　　　　　　

支 出 済 額
Ａ － Ｃ
予 算 残 額

Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

農 業 総 務 費 202,754,000 131,756,555 120,877,015 81,876,985 59.6 91.7

農 業 振 興 費 243,330,000 198,238,151 161,239,175 82,090,825 66.3 81.3

農 地 費 500,403,733 278,620,992 108,254,564 392,149,169 21.6 38.9

畜 産 業 費 13,000 12,700 12,700 300 97.7 100.0

林 業 総 務 費 45,736,000 12,021,647 10,346,782 35,389,218 22.6 86.1

林 業 振 興 費 150,612,000 140,415,750 29,888,810 120,723,190 19.8 21.3

合 計 1,142,848,733 761,065,795 430,619,046 712,229,687 37.7 56.6

（単位：円・パーセント）

※繰越額を含む。

（単位：円・パーセント）

※繰越額を含む。


